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投資口分割及び規約の一部変更に関するお知らせ 
 

 

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会に

おいて、下記のとおり、投資口の分割（以下、「本分割」といいます。）及び規約の一部変更につ

いて決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 本分割の目的 

2024 年 1 月から開始された新たな少額投資非課税制度（新 NISA）を踏まえ、投資口の投資単

位当たりの金額引下げにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、更なる投資家層の

拡大と本投資法人の投資口の流動性の向上を目的として、投資口分割を実施いたします。 

 

2. 本分割の内容 

（1）本分割の方法 

 2024 年 12 月 31 日を基準日として、同日（注）の最終投資主名簿に記載又は記録された投資主

の所有する本投資法人の投資口を、1 口につき 4 口の割合をもって分割いたします。 
 （注）2024年 12 月 31 日は投資主名簿管理人の休業日のため、実質的には 2024 年 12月 30日となります。 

  

（2）本分割により増加する投資口数等 

 ①本分割前の本投資法人発行済投資口の総口数   ：  442,095 口（注 1） 

 ②本分割により増加する投資口の総口数   ： 1,326,285 口 

 ③本分割後の本投資法人発行済投資口の総口数  ： 1,768,380 口 

 ④本分割後の本投資法人発行可能投資口の総口数 ：16,000,000 口（注 2） 

（注 1）本日時点における発行済投資口総口数 449,930 口から、自己投資口取得により消却する予定の投資口（7,835口）

を控除した口数です。 

（注 2）後記「4.規約の一部変更について」をご参照下さい。 

 

3. 本分割の日程 

（1）基準日公告日 ：2024 年 12 月 16 日（予定） 

（2）基準日 ：2024 年 12 月 31 日（注） 

（3）効力発生日 ：2025 年 1 月 1 日 
（注）東京証券取引所における権利付き最終取引日は、2024年 12月 26日（木）を予定しています。 
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4. 規約の一部変更について 

（1）変更の理由 

 投資信託及び投資法人に関する法律第 81 条の 3 第 2 項により準用される会社法第 184 条第 2

項の規定に基づき、投資口分割の割合に応じて発行可能投資口総口数を増加させるため、投資主

総会の決議によらず、本投資法人役員会の決議により本投資法人の規約第 5 条第 1 項を変更し

ます。 

 

（2）変更の内容 

 変更の内容は以下のとおりです（下線は変更箇所を示しています。）。 

 

変更前 変更後 

 

第 5 条（発行可能投資口総口数等） 

1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、

400 万口とする。 

 

 

第 5 条（発行可能投資口総口数等） 

1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、

1,600 万口とする。 

 

 

（3）変更日（効力発生日） 

 2025 年 1 月 1 日 

 

5. 1 口当たり分配金について 

 本日公表の「2024 年 12 月期及び 2025 年 6 月期の分配金の予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 

以上 

 

※本投資法人のホームページアドレス：https://www.nippon-reit.com/ 

https://www.nippon-reit.com/

